
三次市教育委員会訓令第  号 

 

 

 三次市立学校教職員定期健康診断実施要領の一部を改正する訓令を次のように

定める。 

 

 

  平成２１年３月  日 

 

 

三次市教育委員会     

委員長          

 

 

   三次市立学校教職員定期健康診断実施要領の一部を改正する訓令 

 

 三次市立学校教職員定期健康診断実施要領（平成１６年三次市教育委員会訓令

第１２号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１中「，学校保健法（昭和３３年法律第５６号）」を「，学校保健安全法（平

成２０年法律第７３号）」に改める。 

 第４中「，学校保健法施行規則（昭和３３年文部省令第１８号」を「，学校保

健安全法施行規則（平成２１年文部科学省令第１０号」に改める。 

 様式第３号中 

「 

 学校保健法施行規則 

          」を 

「 

 学校保健安全法施行規則 

            」に改める。 



   附 則 

 この訓令は，平成２１年４月１日から施行する。 

 


